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仙台つるがや福祉会後援会 

                                            会 長 佐々木 謙 
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                                                 電話：022-395-7966  FAX：022-395-7968 

  URL：http://www.nagomi-udon.jp/ 

    E-mail   :  w-tsuru@room.ocn.ne.jp 

後援会会員募集 

会費【1 口以上何口でもかまいません】 

正会員  1 口年額 3,600 円 

賛助会員 1 口年額 3,000 円 

団体会員 1 口年額 10,000 円 

納入方法 

 会費は，現金または郵便局の払込取扱票にてお願いします。 

 口座記号番号 ０２２８０－０－９２１４６ 

 加入者名   仙台つるがや福祉会後援会 

 

平成 24 年度会費等入金状況 

平成 25 年 2 月 1 日現在 

区 分 人数 会費計(円) 

正会員会費 81 1,157,400 

〃 協力金 69 999,000 

賛助会員会費 113 467,000 

団体会員会費 0 0 

寄附金 1 3,000 

合計 264 2,626,400 

 

賛助会員  会費 [15,000 円]小林博之様、松本和美様 [12,000 円]野内信夫様     [10,000 円]安藤裕樹様・大庭美知子様 

         [9,000 円]木村しづ江様・清水京子様・藤島省太様・吉川敏孝様 

[6,000 円] 大友正子様・小野寺とよ子様・佐藤敬様・髙橋佑吉様・福來勝様・山田孔明様・片平幸代様 

   ・今野あや子様 

[3,000 円]青山和正様・青山佳代様・青山英史様・青山ひさ様・秋葉行様・我妻章様・安食直人様・安達亮太様 

     ・阿部晃一様・阿部美香様・安藤冷子様・池田幸子様・伊藤恒幸様・伊藤保明様・大倉慶子様・太田トク様 

     ・大前典男様・大場喜久子様・加川美佐子様・門脇小夜様・金澤和子様・金沢克仁様・金沢有紀様・川嶋清様 

     ・熊谷憲一様・倉田理子様・小池英一様・小石洋子様・向後良雄様・小鎌邦雄様・小松裕子様・今野裕章様 

     ・佐々木剛一様・佐々木昌一様・佐藤直紀様・佐藤尚広様・宍戸充様・宍戸美由紀様・柴崎俊介様・柴崎末治様 

     ・庄子和沙様・庄子哲子様・荘司孝雄様・庄子秀和様・白岩睦博様・進藤道子様・菅原恵子様・菅原美代子様 

     ・須藤和弘様・清野隆広様・髙城圭子様・高田恵子様・髙橋成子様・髙橋成輔様・髙橋美津江様・髙橋むつ子様 

     ・武内たか子様・タナカ米穀店様・谷村拓也様・玉置幸子様・千田栄子様・千葉知子様・千葉由美子様 

・千葉義民様・千葉礼子様・冨田豊治様・永井貞子様 

・間恵子様・橋本顕様・飯田由民子様・藤崎研二様 

・藤原渉様・星元子様・三浦茂子様・宮沢貴子様 

・森本博様・森谷順吉様・横尾典子様・横澤行夫様 

・横山秀子様・横山豊様・渡邊いずみ様 

正会員 会費  [32,400 円]１名 [20,000 円]１名 [18,000 円]１名  

[11,000 円]１名 [10,800 円]７名 [10,000 円]１名 

 [7,600 円]1 名  [3,600 円]３名 

正会員 協力金 [50,000 円]3 名 [30,000 円]4 名 [20,000 円]12 名 

 [11,000 円]１名 [10,000 円]47 名 

        [5,000 円]１名 [3,000 円]１名 

寄附者     [3,000 円]横澤文代様 

 

    

 

【後援会関係】 （平成 24 年 7 月 1 日～平成 25 年 2 月 1 日） ＊順不同 

 

 

東日本大震災でワークつるがやの建物の周囲は，２0

㎝以上地盤沈下し，ワークつるがやは３週間の休業を余

儀なくされました。特に「軽食喫茶室なご味」は排水設

備が壊れたため，仮復旧で営業してまいりました。 

震災からもうすぐ２年……やっと本格的な工事が始

まりました。アスファルトをはがし排水設備を修復し，

元通りの赤いベンガラの舗装が復活します。 

復興が進むことは嬉しいことです。多くの方々から

の物心両面のご支援の賜物で感謝に堪えません。 

 

新年度は，復旧したワークつるがやでさらに新しい 

気持ちで前進してまいります。 

  [845,000 円]らく弐番館会様   [758,400 円]ワークつるがや保護者会様  

[220,000 円]酒井喜美子様    [100,000 円]秋田喜枝子様  

[100,000 円]秋葉巴也様     [70,000 円]サークルまあむ様  

[50,000 円]匿名希望様      [3,000 円]誕生日ありがとう運動広島友の会様 

    

 

【法人への寄附】 （平成 24 年 4 月 6 日～平成 25 年 2 月 20 日） ＊順不同 

 

【編集後記】  法人広報紙と後援会会報 

が一本化して２回目の和めーるをお届けい 

たします。皆様に楽しんで頂けるような紙 

面作りを目標に，編集委員一同今後も頑張 

ってまいりますので，ご指導ご鞭撻のほど，

よろしくお願いいたします。 

 各地から梅の便りが聞かれる頃となり，春がすぐ近くまでやってまいりました。 

ワークつるがやでは，年末までの作業の忙しさから解放され，新年会や豆まき，仲間との外出活動を

楽しみ，張り切って一年のスタートを切りました。ケアホームでは，お正月を自宅で過ごした利用者さ

ん達が元気に戻ってきて，また賑やかな生活が始まっています。 

 さて，法人では「ケアホームの整備」を着々とすすめています。 

 平成 23 年 1 月に購入した「らく参番館」の改修工事は，平成 25 年３月から着工する予定で準備を

進めております。震災復興の関係で，建設工事は時間がかかるようですが，平成２５年度７月の開所を

目指しています。また，４か所目のケアホーム候補地を探していたところ，幸運にもワークつるがやの

近くで適当な土地が売りに出されました。平成 25 年 2 月 20 日開催の理事会・評議員会において審議

の結果，「らく四番館」予定地として取得することが承認されました。 

ケアホームの必要性が高い状況であることは変わりなく，さらに事業を進めていくことは 

重要な課題です。ひき続き皆様のご支援，ご協力をよろしくお願いいたします。 

  

寄附金合計：2,146,400 円 

 



 

                  

ワークつるがや 事務長 野内 信夫 平成 24年 10月 1日 

らく弐番館 生活支援員 五十嵐美恵子 平成24年10月15日 

 

海野信義さん 

 昨年10月から仲

間になりました。エ

コ工房で葦磨きを

慣れた手つきでこ

なしています。おし

ゃべりや給食も楽

しみにしてがんば

っています。よろし

くお願いします。 

「ワークつるがや」

は、現在 84名の利用

者さんが毎日、楽し

く、作業してます。 

 

「障害者虐待防止法」ができたからといって虐待がなくなるわけではありません。障害者に係わるすべ

ての人たちが考え，気を付けていかなければならないことです。 

ワークつるがや・ケアホーム職員も研修を行い，「虐待防止」に努めています。 

「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成 24年 10月に施行されま

した。 

 この法律では，すべての人は障害者を虐待してはならないと定めています。虐待の定義として，①身

体的虐待，②性的虐待，③心理的虐待，④放置放任（ネグレクト），⑤経済的虐待に分けられます。 

虐待の対応では早期発見と通報が重要であり，「障害者虐待」を受けた可能性がある障害者を発見し

たすべての人に，通報を義務づけています。通報を受けた市町村などは，速やかに事実確認や安全確認

を行うとともに，虐待を受けた障害者の保護や解決のためのさまざまな対応を行います。 

 

地域社会における共生の実現に向けて，「障害者自立支援法」が改正され，平成 25年 4月 1日か

ら「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（総合支援法）」が施行されます。 

これにより，障害者の範囲が拡大され難病等も加えられるようになりました。また，ケアホームと

グループホームの一元化や重度訪問介護の対象者の拡大等が平成 26年 4月から施行されます。 

 法律の施行後 3年を目途とした検討規定として，常時介護を要する障害者に対する支援等障害福祉

サービスの在り方，障害程度区分に変わる障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方，高齢の障

害者等に対する支援の在り方等が定められています。 

 全体として，3年間で整備していくということになるようです。 

 

38年6ヶ月勤めた宮城県社会福祉協議会を昨年9月

末で退職し、ワークつるがやにきて４ヶ月が過ぎまし

た。入所施設しか経験のない私にとって通所施設は憧れ

でした❤ 

 毎日、利用者さんから元気をもらいながら楽しく仕事

をさせてもらっており、“ありがとう”の気持ちを大切

にして頑張りたいと思います。  事務長：野内信夫 

鶴谷特別支援学校の奥にある 

「麺とコーヒーの店 なご味」は、 

事業所内の麺工房で作ったこし

の強いうどんが自慢のお店です。 

のぼりが目印でーす！！ 

どなたでも利用できます。 

【営業時間】 

 9：30～16：30（月～金） 

*祝祭日除く 

季節に応じた様々なメニュー

をとりそろえています。 

持ち帰り用(2食入り) 

ご自宅でもおいしい 

なご味うどんが召し

上がられます 

 

移動販売車屋台「なごべぇ」 

どこへでも 

 行きますよぉ～ 

せりうどん【冬】 

たけなわうどん【春】 

ごぼううどん【秋】 いたとまうどん【春】 

ケーキセット \400 

\２００ 

1パック(２食入り) 

「獅子舞」に「もちつき」 

新しい年も幸せに過ごせそうです❤ 

 

ケアホームの利用者・

保護者・職員で盛り上

がりました❤ 

 

 

サラダうどん【夏】 


